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廃
蛍
光
管
･
鏡
･
水
銀
体
温
計
の

臨
時
回
収
を
実
施
し
ま
す
！

　
町
で
は
、水
銀
が
使
わ
れ
て
い
る
廃
蛍
光
管
、

鏡
、水
銀
体
温
計
の
臨
時
回
収
を
実
施
し
ま
す
。

年
2
回
の
特
別
収
集
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
方

等
は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。な
お
、廃
乾
電

池
に
つ
い
て
は
、役
場
総
合
案
内
と
男
衾
･
用

土
両
連
絡
所
に
設
置
し
て
あ
る
回
収
ボ
ッ
ク
ス

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

白
熱
電
球
、Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
は
有
害
ご
み
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
不
燃
ご
み（
資
源
）ビ
ン
類
」と

し
て
不
燃
ご
み
の
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

日
5
月
26
日
㈭
、27
日
㈮
午
前
9
時
～
11
時

場
役
場
庁
舎
北
側
倉
庫
前

問
生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課

　
（

内
線
2
2
1
･
2
2
2
）

毎
月
第
4
金
曜
日
は

健
康
チ
ェ
ッ
ク
の
日
で
す
！

　
町
で
は
、第
4
金
曜
日
を「
健
康
チ
ェ
ッ
ク
の

日
」と
し
て
、庁
舎
1
階
ロ
ビ
ー
に
脳
血
管
疾
患

予
防
健
康
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す
。

脳
血
管
疾
患
は
、高
血
圧
、動
脈
硬
化
、喫
煙
等

が
原
因
で
血
管
の
弾
力
性
が
失
わ
れ
、傷
つ
き

も
ろ
く
な
る
こ
と
で
発
症
す
る
可
能
性
が
高
く

な
り
ま
す
。脳
血
管
疾
患
を
予
防
す
る
に
は
、運

動
不
足
や
喫
煙
、多
量
の
飲
酒
な
ど
の
生
活
習

慣
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。月
に

一
度
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
習
慣
に
し
て
、ご
自
身

の
健
康
づ
く
り
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

日
5
月
27
日
㈮
午
前
9
時
～
正
午

場
役
場
庁
舎
1
階
ロ
ビ
ー

内�

骨
密
度
測
定
、血
圧
計
、血
管
年
齢
測
定
器
で

の
計
測
と
計
測
結
果
を
用
い
た
保
健
師
に
よ

る
保
健
指
導

問
町
民
課（

内
線
1
1
3
～
1
1
5
）

開
催
し
ま
す
！

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

日
5
月
27
日
㈮
午
後
2
時
～
3
時
30
分

場
役
場
7
階
研
修
･
相
談
室
Ｂ

5月12日は
「民生委員・児童委員の日」です

随時情報発信中！

Facebook Instagram Twitter

寄居町公式SNS

県
立
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
＆
入
校
相
談
会

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

①
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校

　
（
熊
谷
市
新
堀
新
田
5
2
2
）

日
5
月
14
日
㈯
午
前
9
時
～
正
午

②�

秩
父
分
校（
秩
父
市
上
町
3
―
21
―
7
）

日
5
月
28
日
㈯
午
後
1
時
30
分
～
4
時

内�

体
験
実
習
、授
業
見
学
、専
門
校
の
概
要
を
詳

し
く
説
明
し
ま
す
。

入
校
相
談
会

①
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校

日�

6
月
6
日
㈪
午
前
10
時
～
午
後
4
時

内�

個
別
相
談
、授
業
見
学
、専
門
校
の
概
要
を
詳

し
く
説
明
し
ま
す
。

共
通

対
入
校
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方

申�

実
施
前
日
ま
で
に
、実
施
校
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問�

①
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校（

5

 

3

 

2

 
･
 6 

5
5
9
）、②
秩
父
分
校（

0

 

4

 

9

 

4

 
･
 2 

2
･
1
9
4
8
）

お
出
か
け
く
だ
さ
い
！　

第
47
回
鍾
雲
書
道
展
覧
会

　
鍾
雲
書
道
会
の
会
員
に
よ
る
作
品
を
展
示
し

ま
す
。感
染
症
対
策
に
は
万
全
を
期
し
て
い
ま

す
の
で
、安
心
し
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

日�

5
月
21
日
㈯
、22
日
㈰
午
前
9
時
～
午
後
5

時（
22
日
は
3
時
ま
で
）

場
中
央
公
民
館　

費
無
料

主
催
／
鍾
雲
書
道
会

他�
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、ご
自
宅
等
で
検
温
し
、マ
ス
ク
を
着
用

し
た
う
え
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。ま
た
、会
場

内
の
混
雑
緩
和
の
た
め
入
場
制
限
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問�

鍾
雲
書
道
会
本
部
･
大
澤
茂
さ
ん

　
（

5
8
2
･
0
5
0
9
）

5月は消費者月間です！

　5月は国が定めた全国一斉の消費者月間です。消費
者、事業者、行政が一体となって、消費生活に関する啓
発、教育に関する取り組みを集中的に行っています。

令和4年度のテーマ

「考えよう！大人になるとできること、
気を付けること～18歳から大人に～」

　令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました。大人に
なると、自分の意思で契約ができるようになりますが、同時
に一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなります。契約等
をするときは、よく考え、慎重に行動し、消費者トラブルに
巻き込まれないようにしましょう。また、皆さんの消費行動
は社会全体へとつながり、社会、経済、環境等に影響を与え
ています。「今だけ」､「ここだけ」､「自分だけ」の消費行動
を見直し、人や社会、地域、環境等にやさしい商品やサービ
スを選ぶなど「自分で考える消費者」になることを意識しま
しょう。

消費生活センターをご利用ください
寄居町消費生活センターは、皆さんの安全・安心な消
費生活のための相談窓口です。消費者と事業者の間で
起きたトラブルや、悪質商法の被害等、消費生活に関
する相談への助言、事業者とのあっせん、情報提供な
ど、問題解決に向けての支援をしています。「不安だ
な」､「困ったな」と思ったら、一人で悩まずにご相談
ください。
※相談日や時間等の詳細は本誌26頁をご覧ください。

消費者トラブルを防ぐには
消費者トラブルは身の回りに潜み、誰もが被害に遭う
恐れがあります。身近にいる家族や友人などが、お互
いに生活や言動、態度等を見守り合い、変化に気付く
ことが重要です。一人暮らしの家族がいる場合など
も、不安なことや気になるトラブルがないか、定期的
に連絡を取るようにしましょう。

商工観光課( 内線453)

民生委員・児童委員、主任児童委員とは 　
　民生委員・児童委員は、地域の一員として
担当区域の高齢者や障害のある方の見守り、
子どもたちへの声かけなどを行っています。
　主任児童委員は、子どもや子育てに関する
支援を専門に担当する委員です。「基本的人
権の尊重」、「政治的中立」、そして「社会
奉仕の精神」のもと、厚生労働大臣から委嘱
を受け、地域を見守り、皆さんの身近な相談
相手となっています。
　また、民生委員・児童委員、主任児童委員
は相談内容に応じて、地域の皆さんと町、あ
るいは社会福祉協議会や公的な専門機関等を
つなぐという役割を果たしています。委員に
は、守秘義務が課せられており(『民生委員
法』第15条)、知り得た個人情報や相談の内
容を他者に漏らすことはありません。活動に
当たっては個人の人格・権利を尊重します。
また職務上の地位を利用した政治的活動を行
うことはありません。
民生委員・児童委員、主任児童委員は、誰もが安
心して生活できる地域づくりのために日々活動し
ています。
問福祉課( 内線121）

対
就
職
を
希
望
す
る
女
性

定
20
人（
申
込
順
）

内�「
応
募
書
類
作
成
の
準
備
を
し
ま
し
ょ
う
」を

テ
ー
マ
に
講
演
を
行
い
ま
す
。

費
無
料

申�

問
よ
り
い
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー

　
（

5
8
6
･
1
3
3
1
）

既
卒
3
年
以
内
、34
歳
以
下
の
方
向
け

若
者
対
象
就
職
面
接
会

日
6
月
15
日
㈬
午
後
1
時
15
分
～
4
時

　
（
受
付
開
始
0
時
45
分
～
）

場
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル
地
下
展
示
場

対�

高
校
、専
修
学
校
、高
等
専
門
学
校
、短
期
大

学
、大
学（
院
）等
を
卒
業
後
お
お
む
ね
3
年

以
内
、お
よ
び
34
歳
以
下
の
方

持�

履
歴
書
複
数
枚（
履
歴
書
な
し
で
も
参
加
可

能
）、ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
登
録
し
て
い
る
方
は

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
受
付
票

内�

企
業
人
事
担
当
者
と
参
加
者
と
の
個
別
面
接

企
業
説
明

参
加
企
業
／
50
～
80
社
程
度（
予
定
）

問�

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
熊
谷（

5

 

2

 

2

 

･

 

5

 
6
 5 

6
）、ま
た
は
よ
り
い
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー（

5
8
6
･
1
3
3
1
）

守
ろ
う
よ
！

電
波
は
大
切
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

　
6
月
1
日
か
ら
10
日
は「
電
波
利
用
環
境
保

護
周
知
啓
発
強
化
期
間
」で
す
。
電
波
は
ル
ー

ル
を
守
り
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

問�

関
東
総
合
通
信
局

○
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
･
妨
害
に
つ
い
て

　
（

0
3
･
6
2
3
8
･
1
9
3
9
）

○
テ
レ
ビ
･
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害
に
つ
い
て

　
（

0
3
･
6
2
3
8
･
1
9
4
5
）

･

551･0119火災（消防車出動）の問い合わせ581･2121（代表）寄居町役場
日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAX ファックス


